
「市半島振興対策実施地域産業開発促進条例」に関する各種手続きについて 
●概要 

根拠法令・例規 市半島振興対策実施地域産業開発促進条例 ほか 

主 な 対 象 地 域 市内全域 

設 備 投 資 規 模 

製造業、旅館業 

資本金 新設又は増設した設備の取得価額 

1000 万円以下 500 万円以上 

5,000 万円以下 1,000 万円以上 

5,000 万円超 2000 万円以上 

農林水産物等販売業、情報サービス業 

資本金 新設又は増設した設備の取得価額 

なし 500 万円以上 
 

適 用 要 件 

(1)施設の更新・増設については、生産能力が十全よりも相当程度（概ね３０％

以上）増加した場合に限る。 

(2)土地については、Ｈ27.4.1 以降に取得された土地で、かつ、その取得日の

翌日から起算して１年以内に課税免除対象となる建物の建設着手があった

場合に限る。 

   土地取得日＝所有権移転した日（売買契約の日付） 

   建設着手日＝建物の基礎工事に着手した日(地質調査・測量は除く) 

免 除 内 容 

指定を受けた事業者は、以下の固定資産税の不均一の課税をする。 

年度 税率 

初年度 100 分の 0.14 

第２年度 100 分の 0.35 

第３年度 100 分の 0.70 
 

対 象 業 種 製造業、農林水産物等販売業、情報サービス業、旅館業 

●手続のスケジュール 

＜流れ＞ ＜手続き・提出書類＞ 

 

①申請 

（事業所→市） 

指定を受けようとする事業者は、工事着工前に左記の書類を提出します。

（規則第２条）（正副２通） 

（提出書類） 

①不均一課税適用施設等指定申請書（様式第１号） 

②事業計画書（様式第２号） 

③定款及び法人の登記事項証明書（定款はコピー、謄本は原本）  

④最近の事業報告書（過去２年分ほど） 

⑤固定資産税納付額見込書（様式第３号） 

⑥その他本市が求める書類 

（決算書、確定申告(写し)、納税証明書、設備等導入に係る見積書） 

 

※提出書類の記載上の注意※ 

②事業計画書（様式第２号） 

 (1) 「３ 施設等一覧表」 



ア 「建設投下固定資産額」は、所有している工場等の情報の直近の固定資産額、

用地の面積及び取得価額を記載すること。 

イ 「生産量、生産額」、「従業員数」は、直近の実績値を記載すること。 

 (2) 「６ 指定を受けようとする工場等の建設計画」 

ア 「(６) 投下固定資産の種類別単価及び総額一覧表」は、土地代、建物代、

構築物代、機械代と分けて記載し、申請書内に記載してある数量・金額と一致

するよう記載すること。 

 

⑥その他本市が求める書類 

（決算書、確定申告(写し)、納税証明書、設備等導入に係る見積書） 

(1) 見積書一式には、設備投資の内容がわかるよう、見積書の一覧の鑑を添付する

こと。なお、鑑は、指定の様式を用いること。 

 (2) 各見積書は、①見積書、②建物図面（全体図、平面図、立面図）、③着工前写

真、または、カタログの順に並べ、提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②指定書の交付 

（市→事業所） 

 

市は、指定申請書を受理し、審査し認めるときは、申請事業者に対し、不

均一課税適用施設等指定書を交付します。（規則第３条） 

 

③操業開始届の提出 

（事業所→市） 

 

指定事業者が、操業を開始したとき、操業を開始した日から 10 日以内に、

以下の書類を提出します。（規則第４条） 

（提出書類） 

①指定施設等操業開始届（様式第５号） 

②請求書（見積書）、建物図面、着工前後の写真・カタログ 

 

※提出書類の記載上の注意※ 

②請求書（見積書）、建物図面、着工前写真・カタログ 

(1)  請求書一式には、設備投資の内容がわかるよう、請求書の一覧の鑑を添付す

ること。なお、鑑は、指定の様式を用いること。 

 (2) 各請求書は、①請求書（見積書明細含む）、②建物図面（全体図、平面図、立

面図）、③着工前後の写真、または、カタログの順に並べ、提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定事業者が、指定工場等の設置が完了したとき、以下の書類を提出しま

 
 
 

 
 
 

鑑 ①請求書（見積書） 

②建物図面 

③着工前写真・ｶﾀﾛｸﾞ 

①請求書（見積書） 

②建物図面 

③着工前写真・ｶﾀﾛｸﾞ 

Ａ工事 

 

 

Ｂ工事 

 
 
 

 
 
 

鑑 ①請求書（見積書） 

②建物図面 

③着工前後の写真・ｶﾀﾛｸﾞ 

①請求書（見積書） 

②建物図面 

③着工前後の写真・ｶﾀﾛｸﾞ 

Ａ工事 

 

 

Ｂ工事 



④設置完了届の提出 

（事業所→市） 

す。（規則第７条） 

（提出書類） 

①指定施設等設置完了届 (様式第９号） 

※操業開始届の提出と同時に、提出をお願いします。 
 

※提出書類の記載上の注意※ 

①指定施設等操業開始届(様式第９号） 

 「７ 生産計画」は、目標年度における指標を記載し、その指標に関する資料を

添付資料として、御提出してください。 

 

 

⑤課税免除申請書の提出  

（事業所→市） 

 

指定事業者は、固定資産税の不均一の課税を受けようとするとき、指定施

設等の新設又は増設に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度

の初日の属する年の 3 月 31 日までに、固定資産税の不均一課税申請書(様

式第６号)を市長に提出します。（規則第５条） 
 

※ただし、事業年度が終了していない法人は、事業年度終了後、２か月以内

に提出する必要があります。 

⑥指定書の交付 

（市→事業所） 

 

市は、不均一課税申請書を受理し、審査し不均一課税の可否を決定し、固

定資産税の不均一課税承認(不承認)通知書(様式第７号)により、指定事業者

へ通知します。（規則第５条第２項） 

 

⑦各種届出 

（事業所→市） 

 

申請事業者は、指定の日から最後の固定資産税の課税免除を受ける日

までの期間で、以下の表に該当したときは、右欄に掲げる届出書を提出

しなければなりません。（規則第７条） 

 区分 提出書類  

 不均一課税適用施設等指定関係書類の記載事項に

変更があったとき。 
記載事項変更届(様式第８号)  

 指定施設等の事業が承継されたとき。 
指定施設等事業承継届 

(様式第10号) 
 

 指定施設等の事業の廃止又は休止があったとき。 
指定施設等事業廃(休)止届 

(様式第11号) 
 

 

 

※なお、事業者が以下のいずれかに該当したときは、指定を取り消し、課税免除が取り消されます。 

(１) 上記概要に該当しなくなったとき。 

(２) 事業の廃止又は休止があったとき。 

(３) 指定時の条件に違反したとき、書類等に虚偽の記載をしたとき。 

(４) 課税免除を行うために必要な報告をしなかったとき。 

(５) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。 

 


